
高
校
生
就
職
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

講
座
（
キ
ャ
リ
ア
教
育
講
座
）

日
時
　
２
月
２
日
㈭
13
時
30
分
〜
16

時
場
所
　
総
合
体
育
館

対
象
　
市
内
に
居
住
ま
た
は
市
内
の

高
校
に
在
学
し
、
就
職
を
検
討
し

て
い
る
高
校
２
年
生

内
容
　
履
歴
書
の
作
成
、
模
擬
面
接

定
員
　
50
人
程
度

申
し
込
み
　
１
月
19
日
㈭
ま
で
に
登

別
職
業
訓
練
協
会
（
☎
85
１
４
５

０
）

令
和
５
年
度
訓
練
生
を

募
集
し
ま
す

対
象
　
障
が
い
の
あ
る
求
職
者

訓
練
科
目
　
建
築
デ
ザ
イ
ン
科
・
Ｃ

Ａ
Ｄ
機
械
科
・
総
合
ビ
ジ
ネ
ス

科
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計
科
・
総
合

実
務
科

願
書
受
付
期
間
　
①
１
月
17
日
㈫
〜

２
月
17
日
㈮
、
②
２
月
20
日
㈪
〜

４
月
３
日
㈪

試
験
日
　
①
３
月
１
日
㈬
、
②
４
月

７
日
㈮

場
所
　
北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開

発
校
（
砂
川
市
焼
山
60
）

試
験
内
容
　
国
語
、
数
学
、
面
接

問
　
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
、
同

校
（
☎
０
１
２
５
52
２
７
７
４
・

　
０
１
２
５
52
９
１
７
７
）

自
衛
官
募
集

◎
第
６
回
自
衛
官
候
補
生

対
象
　
18
歳
〜
32
歳
の
方

申
込
期
限
　
１
月
20
日
㈮

試
験
日
　
１
月
27
日
㈮
・
28
日
㈯
の

い
ず
れ
か
１
日

◎
第
７
回
自
衛
官
候
補
生

対
象
　
18
歳
〜
32
歳
の
方

申
込
期
限
　
２
月
10
日
㈮

試
験
日
　
２
月
19
日
㈰
・
20
日
㈪
の

い
ず
れ
か
１
日

※

各
種
説
明
や
イ
ベ
ン
ト
案
内
な
ど

も
行
っ
て
い
ま
す
。

問
　
自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部
室

　
蘭
地
域
事
務
所
（
☎
44
９
５
３
３
）

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習

日
時
　
２
月
２
日
㈭
・
３
日
㈮
９
時

〜
17
時

場
所
　
室
蘭
市
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

（
室
蘭
市
東
町
４
丁
目
29

－

１
）

定
員
　
20
人

料
金
　
１
万
５
千
400
円
（
テ
キ
ス
ト

代
は
別
途
）

申
込
期
限
　
１
月
25
日
㈬

※

詳
し
く
は
、
日
本
ボ
イ
ラ
協
会
北

　
海
道
支
部
室
蘭
地
区

　
支
部
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

　
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
　
同
支
部
（
☎
43
５
６
９
６
）

入
会
説
明
会

〜
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
〜

日
時
　
①
１
月
12
日
㈭
９
時
30
分

　
　
　
②
１
月
25
日
㈬
９
時
30
分

場
所
　
①
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
事
務
所
（
千
歳
町
４
丁
目

５

－

90
ラ
ポ
ー
ル
西
尾
１
階
）
、

②
若
草
つ
ど
い
セ
ン
タ
ー

対
象
　
60
歳
以
上
の
方

持
ち
物
　
筆
記
用
具

※

直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
　
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
（
☎
88
０
８
８
０
）

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

『
問
』
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確定申告は、スマホ
やパソコンでの申告
が便利です
問い合わせ　室蘭税務署

（☎㉒４１５１）

　税務署は、来署せずに自宅などから申
告手続きが完了する『スマホ申告』を推
進しています。
　スマホやパソコンで国税庁ウェブサイ
トの『確定申告書等作成コーナー』にア
クセスすると、簡単に申告書を作成する
ことができます。
　申告書は郵送などで税務署に提出でき
るほか、電子申告
（ｅ－Ｔａｘ）によ
り提出できますので、
ぜひご利用ください。

●マイナンバーカードとスマホで
　ｅ－Ｔａｘがますます便利に！
　これまで、パソコンでマイナンバーカ
ードを読み取る際には、ＩＣカードリー
ダライタが必要でしたが、マイナンバー
カードの読み取りに対応したスマートフ
ォンを代替として利用することが可能で
す。
　スマートフォンのアプリ（マイナポー
タルアプリ）でパソコンの画面に表示さ
れた二次元コードを読み取るだけで、ｅ
－Ｔａｘにより申告書を送信できますの
で、ぜひご利用ください。

文芸のぼりべつ の
原稿を募集します
第42号第42号

対象　市内在住の方、市にゆかりのある方
内容　①創作、②評論、③郷土史、④自分史、⑤児童文学、

⑥紀行文、⑦随筆、⑧詩、⑨短歌、⑩俳句、⑪川柳、
⑫その他

作品規定　400字詰めの原稿用紙で提出
※①～④は50枚以内、⑤・⑥は20枚以内、⑦は５枚以内、⑧
は２枚以内、⑨～⑪は１人５首（句）以内とします。

※原稿をパソコンなどで作成した場合は、ＵＳＢメモリーな
どを添えてください。

※応募は１人２作品まで（うち、１作品は⑧、⑨、⑩、⑪に
限ります）。

※出品者には発行物を購入していただきます。
寄稿方法　３月31日㈮までに郵送で登別市文化協会文芸のぼ
りべつ係（〒059-0012中央町５丁目21－12登別青少年会館
内）

発行予定時期　７月31日㈪
問い合わせ　同協会・小林さん（☎83２１９４）

タックス

こばやし

くらしのガイド

市内の受付場所での申告には『利用者識別番号』が必要になりました
　申告時に番号がない方は、取得手続きが必要となるため待ち時間が長くなることがあります。事前の取得に
ご協力ください。
※『利用者識別番号』は、国税庁ウェブサイトから取得手続きができます。
　ご不明な点は、室蘭税務署（☎㉒４１５１）に問い合わせください。
紙の確定申告書は受け付けできません
　これまで行っていた紙の確定申告書の仮収受（提出代行）はできません。室蘭税務署へ持参もしくは郵送し
てください。
次の申告は受け付けません。室蘭税務署で申告してください
●青色申告や損失申告　●農業・漁業・山林による収入があるもの　●土地、建物、株式の譲渡による収入が
あるもの　●住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の初回の申告をするもの　●更正の請求や修正申告　
●確定申告書に受付印の押印が必要な申告　●申告内容に税務署の判断が必要であると市職員が判断したもの

問い合わせ　税務グループ（☎85１１５５）

混雑緩和のため、必要書類等を
確認の上、ご来場ください。

　室蘭税務署からの要請などにより、受付方法を一
部変更しました。市内の会場で確定申告を予定して
いる方はよくご確認の上、申告してください。

市内で確定申告を予定している方へ
確定申告の受付方法を変更しました確定申告の受付方法を変更しました

※申告には『入場整理券』が必要です。
当日会場で受け取るか、国税庁ＬＩ
ＮＥ公式アカウントで事前発行を受
けてください（『入場整理券』の発
行状況により、後日の来場をお願い
することがあります）。
※スマートフォンを持参した方には、
会場でスマートフォンを使用しての
申告をお願いしています。

登別中央ショッピングセ
ンター・アーニス２階

市役所１階６番窓口

登別市観光交流センター
『ヌプル』

鷲別コミュニティセンター

・利用者識別番号がわかるもの（税務署からの『確定申告のお知らせ』の通知や利用者識
別番号を取得した際の書類など）
・令和４年中の収入金額を証明する書類（『給与所得の源泉徴収票』や『公的年金等の源
泉徴収票』など）
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と身元確認書類
・申告者名義の預貯金口座がわかるもの（還付金が発生する方のみ）
・健康保険、任意継続、国民年金、介護保険などの領収書や証明書

・各保険料控除証明書

・障害者手帳など
・配偶者の収入がわかるもの
・医療費控除の明細書
※必ず明細書を事前に作成の上、お越しください。明細書を作成していない場合は申告を
受け付けられません。
　①医療費通知（医療費のお知らせ）をもとに作成する場合
　　→通知書を必ずお持ちください。
　②医療費の領収書をもとに作成する場合
　　→受診者、病院や薬局ごとにまとめて記入してください。
　　　領収書の添付・提示は不要ですが、税務署から提示・提出を求められることがあり
　　ますので、５年間は大切に保管してください。

１月20日㈮～３月15日㈬
（土・日曜日、祝日、２
月27日㈪・28日㈫、３月
６日㈪・７日㈫を除く）

10時～12時15分
13時30分～16時
（３月15日㈬のみ
10時～12時15分）

３月５日㈰

２月27日㈪・28日㈫

３月６日㈪・７日㈫

９時～11時30分
13時～15時30分

９時～11時30分
13時～16時

◀国税庁ウェブサイト
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所得税・復興特別所得税の確定申告、
市・道民税申告の受け付けが始まります

▼市内の受付場所・月日・時間▼市内の受付場所・月日・時間 ▼室蘭税務署の受付月日・時間▼室蘭税務署の受付月日・時間

▼申告に必要なもの▼申告に必要なもの

※アーニスの開店は通常10時からです。開店前に店内には入れません。
※表の期間外は、市内での確定申告の受け付けはできません。

共通

社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除
障害者控除

配偶者（特別）控除

医療費控除

場所 月日

必要なもの

時間 月日 時間

９時～16時２月16日㈭～３月15日㈬
（土・日曜日、祝日を除く）

ラ　イ

ン

https://www.e-tax.nta.go.jp/todokedesho/kaishi3.htm

